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会津若松出張所
　会津若松市追手町 2-41
　☎ 0120-26-3844（フリーダイヤル）
いわき出張所
　いわき市好間工業団地 1-43
　☎ 0120-26-5671（フリーダイヤル）
中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
　☎ 0120-24-1013（フリーダイヤル）
大川原連絡事務所
　大熊町大川原字南平 1138-2
　☎ 0120-23-1095（フリーダイヤル）
現地連絡事務所
　大熊町大川原字手の倉 125
　☎ 0240-32-2318

大
熊
町
役
場
お
問
い
合
わ
せ
先
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おお
 くま

内
も
ち
つ
き

時
　

12
月
８
日
（
金
）
午
前
10
時
～

※
調
理
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方

　
は
９
時
集
合

場
い
わ
き
市
泉
公
民
館

費
無
料

問
澤
内
俊
昭

☎
０
９
０（
７
０
６
０
）９
４
６
４

　

伊
藤
憲
顕

☎
０
９
０（
９
７
４
６
）６
４
１
９

内
み
ん
な
で
も
ち
つ
き
！

時
　

12
月
９
日（
土
）
午
前
10
時
～

※
調
理
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方

　
は
９
時
集
合

場
渡
辺
宅
前
広
場

　
（
い
わ
き
市
山
田
町
）

費
５
０
０
円

定　
50
人

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

申
電
話
で

問
三
瓶
道
教

☎
０
９
０（
２
９
５
８
）４
１
７
４

大
熊
町
い
わ
き
会

大
熊
町
山
田
会

　町では東日本大震災の後（平成
23年３月12日以降）に生まれた
お子さん、婚姻により大熊町に転
入された方に対し、次世代避難者
支援補助金を交付します。対象と
なる方には10月下旬に申請書を
郵送しました。

■実施期間
　今年度から大熊町生活サポート
補助金の対象年度まで
■補助額
　各年度５万円
■対象者
　東日本大震災の後（平成23年
３月12日以降）に生まれたお子
さん（出生後転入者は対象外）、
婚姻により転入された方（夫婦ど
ちらかが初婚で、配偶者は大熊町

サポート補助金の対象者）で基準
日（各対象年度の４月１日）に大
熊町に住所を有している方
※大熊町・双葉町生活サポート補
　助金の対象者は該当しません
■申請者
　補助金対象者。補助金対象者が
出生者の場合は保護者。
■申請方法
　送付した申請書に必要事項を記
入し、通帳見開ページの写しと戸
籍謄本を添付して同封の返信用封
筒で住民課へ提出してください。
■申請期限
　平成30年３月30日（金）まで
※申請はお早めにお願いします

問大熊町役場会津若松出張所
　住民課住民係

次世代避難者支援補助金

申請受付中です
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福
島
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

で
す
。
福
島
県
の
最
低
賃
金
は
10

月
１
日
か
ら
、
時
間
額
７
２
６
円

が
22
円
引
き
上
げ
ら
れ
７
４
８
円

と
な
り
ま
し
た
。

　
最
低
賃
金
制
度
は
す
べ
て
の
働

く
人
に
賃
金
の
最
低
額
を
保
障
す

る
制
度
で
、
年
齢
や
パ
ー
ト
、
学

生
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
働
き
方
の
違

い
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
福
島
労
働
局　
賃
金
室

☎
０
２
４
（
５
３
６
）
４
６
０
４

内
親
子
ヨ
ガ
と
交
流
会

　
（
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
体
を
動

　
か
し
ま
し
ょ
う
！
）

時　
12
月
５
日
（
火
）

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

　
（
受
付
９
時
30
分
～
）

場
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

ゆ
っ
く
り
す
っ
ぺ（
１
階
南
側
）

対
３
歳
く
ら
い
ま
で
の
お
子
さ
ん

　
と
保
護
者

持
母
子
健
康
手
帳
、お
子
さ
ん
の

　

水
分
補
給
と
タ
オ
ル
な
ど

申　
12
月
１
日
（
金
）
ま
で

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

福
祉
課　
健
康
介
護
係

ち
び
く
ま
ラ
ン
ド
in
会
津

福
島
県
の
最
低
賃
金
は

７
４
８
円
で
す

■
11
月
■

・
11
月
27
日 （
月
）
午
前
10
時
～
正
午

　
い
わ
き
市
草
野
公
民
館
和
室

　
（
ふ
る
さ
と
お
お
く
ま
会
）

・
11
月
27
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　
い
わ
き
市
小
名
浜
公
民
館
小
講
堂

■
12
月
■

・
12
月
１
日
（
金
）
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　
い
わ
き
市
泉
公
民
館
展
示
室

・
12
月
４
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分 

　
Ｂ
Ｍ
Ｔ
会
議
室
上
野
・
御
徒
町
（
東
京
・
上
野
）

・
12
月
４
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

　
白
河
市
立
図
書
館
小
会
議
室
１・２

※
12
月
中
旬
以
降
の
予
定
は
12
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ

　
し
ま
す

■コミュニティ広場に投稿しよう！
　おおくまアプリの掲示板「コミュニティ広場」
にある「今月のお題」に投稿した方、他の方の投
稿に返信した方に、掲示板で利用できるスタンプ
をプレゼントしています。
　今月の投稿期間は 11 月 30 日までです。スタ
ンプはお持ちのタブレット端末に 12 月１日に自
動的に送られます。11 月のテーマ
は「あなたの大切なもの」。投稿
スタイルはタブレットで撮影した
写真でも文章でも構いません。皆
さんの「大切なもの」、お待ちし
ています。

タブレット絆交流会

11月、12月の日程

このスタンプ
差し上げます

問　大熊町役場会津若松出張所　企画調整課
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第
29
回
市
町
村
対
抗
県
縦
断
駅

伝
競
走
大
会(

ふ
く
し
ま
駅
伝)

が
11
月
19
日
（
日
）
に
開
か
れ
、

県
内
の
各
市
町
村
チ
ー
ム
が
全
16

区
で
た
す
き
を
つ
な
ぎ
、
福
島
県

庁
前
の
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
ま
す
。

大
熊
町
チ
ー
ム
も
、
ふ
る
さ
と
の

人
々
の
思
い
を
胸
に
た
す
き
を
つ

な
ぎ
ま
す
。

　
今
年
も
、
昨
年
以
上
の
成
績
を

目
標
に
、
練
習
会
や
試
走
を
行
う

な
ど
日
々
励
ん
で
い
ま
す
。
大
熊

町
チ
ー
ム
の
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は

「
39
」
で
す
。
皆
さ
ん
の
温
か
い

ご
声
援
が
、
選
手
た
ち
の
力
と
な

り
ま
す
。

　町では中間貯蔵施設の建設に
伴い町民の皆さまが抱える不安
や諸問題に対応するため、弁護
士による相談会を開きます。権
利関係等の疑問について、無料
で相談できます。

【郡山市】
時　12月13日（水）
　 午後２時～５時
場大熊町役場中通り連絡事務所

【会津若松市】
時　12月18日（月）
　 午後２時～５時
場大熊町役場会津若松出張所

【いわき市】
時　12月22日（金）
　 午後２時～５時
場大熊町役場いわき出張所
※11 月 17 日（金）は中止に
　なりました
■相談できること
　中間貯蔵施設建設に伴う契
約、地上権、相続等について
※法律相談であり、補償価格に
　関する相談はできません
■対象
　大熊町内の中間貯蔵施設建設
予定地内に不動産 ( 土地、建物 )
を所有されている方
■相談料
　無料
■相談時間
　１回につき 50 分以内（各会
場３組までの事前予約制）
■申し込み方法
　事前予約の先着順ですので、
ご連絡をお願いします
■申し込み期限
　開催日の１週間前まで
問大熊町役場会津若松出張所
　 企画調整課

中間貯蔵施設に係る
弁護士無料相談会

区 距離 通過予定
時刻 中継所

1 4.0km 7:40
↓
7:52
↓
8:17
↓
8:36
↓
9:00
↓
9:19
↓
9:45
↓
10:02
↓
10:16
↓
10:26
↓
10:56
↓
11:09
↓
11:31
↓
11:46
↓
12:04
↓
12:16
↓
12:40

しらかわカタールスポーツ
パーク陸上競技場

2 8.2km サンフレッシュ白河大沼体
育館前

3 5.8km 泉崎さつき公園前

4 7.3km 矢吹町役場内

5 6.4km 鳥見山陸上競技場内

6 8.3km 須賀川市役所内

7 5.2km ゼノアック日本全薬工業㈱
前

8 4.1km 郡山総合体育館前

9 3.0km 郡山北工業高校内

10 9.3km 平成記念郡山こどものもり
公園入口前

11 3.9km ㈱白岩屋商店前

12 7.0km ㈱イイジマ前

13 4.8km 二本松市役所内

14 5.7km 二本松市安達支所内

15 3.4km 松陵中学校前

16 8.4km 福島大学入口

福島県庁前

大
熊
町
チ
ー
ム
に
ご
声
援
を
！

11
月
19
日
（
日
）
第
29
回
ふ
く
し
ま
駅
伝

■監督／渡邉隆弘（大熊町役場）
■コーチ／吉田充芳（中野屋）長谷川亨公
　（大熊中）
■選手／坂本ちほ（白鴎大３年）渡邉孔輝
　（帝京安積高２年）柳田明德（好間中３年）
　柳田学德（いわき総合高２年）佐藤汰樹
　（会津工高２年）和田一浩（会社員）齋藤
　衡（草野中１年）遠藤尚斗（平一中３年）
　渡部杏奈（平一中３年）渡邉隆弘（大熊
　町役場）鈴木奏美（小名浜一中教諭）吉
　田充芳（中野屋）船渡優太（大熊町役場）
　渡邉大勇（平工高２年）尾内梨穂（若松
　六中３年）三瓶優成（東洋大附属牛久高
　１年）吉田好孝（クレハいわき営業所）
　吉田剣志郎（横浜高２年）渡邉美羽（須
　賀川桐陽高１年） 

大熊町チームのメンバー

中継所と通過予定時刻
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自
動
車
事
故
に
か
か
る
損
害
賠

償
問
題
の
紛
争
解
決
を
弁
護
士
が

中
立
公
正
な
立
場
か
ら
無
料
で
お

手
伝
い
し
ま
す
。
ま
ず
は
お
電
話

で
ご
予
約
を
。

時
月
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

場
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー

　

仙
台
支
部
（
仙
台
市
青
葉
区
・

　

仙
台
第
一
生
命
タ
ワ
ー
ビ
ル

　

デ
ィ
ン
グ
11
階

問
公
益
財
団
法
人　
交
通
事
故
紛

　

争
処
理
セ
ン
タ
ー
仙
台
支
部

☎
０
２
２
（
２
６
３
）
７
２
３
１

　
第
69
回
全
国
植
樹
祭
が
平
成
30

年
６
月
10
日
（
日
）、
南
相
馬
市

原
町
区
で
開
か
れ
ま
す
。
全
国
植

樹
祭
は
、
豊
か
な
国
土
の
基
盤
で

あ
る
森
林
・
緑
に
対
す
る
国
民
的

理
解
を
深
め
る
た
め
、
天
皇
皇
后

両
陛
下
の
ご
臨
席
の
も
と
行
う
、

国
土
緑
化
推
進
運
動
の
中
心
的
行

事
で
す
。

　
福
島
県
内
で
は
、
昭
和
45
年
に

猪
苗
代
町
で
開
催
さ
れ
て
以
来
、

48
年
ぶ
り
２
回
目
で
す
。
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
で
は
初
め
て
の

開
催
で
、
緑
豊
か
な
ふ
る
さ
と
の

再
生
や
復
興
に
向
け
て
力
強
く
歩

み
続
け
る
福
島
の
姿
を
広
く
国
内

外
に
発
信
し
ま
す
。

　
植
樹
祭
の
福
島
県
実
行
委
員
会

で
は
現
在
、
一
般
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

時
平
成
30
年
６
月
10
日
（
日
）

場
南
相
馬
市
原
町
区
雫
地
内
の

　

海
岸
防
災
林
整
備
地

定
１
５
０
０
人

　
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

期
　

11
月
30
日
（
木
）
ま
で

■
募
集
区
分
と
応
募
資
格

《
個
人
で
の
応
募
》

　
福
島
県
内
在
住
で
、
満
18
歳
以

上
（
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
）

の
方
が
個
人
（
１
人
）
で
応
募
。

《
グ
ル
ー
プ
・
家
族
で
の
応
募
》

（
２
人
以
上
20
人
以
下
）

・
応
募
者
全
員
が
県
内
在
住

・
応
募
者
全
員
が
、
平
成
30
年
４

　
月
１
日
現
在
で
満
６
歳
（
小
学

　
校
１
年
生
）
以
上

・
平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
で
満

　
18
歳
未
満
の
方
が
応
募
す
る
場

　
合
、
保
護
者
の
承
諾
が
あ
り
、

　
か
つ
成
人
の
方
が
代
表
で
あ
る

　
こ
と

■
応
募
方
法

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
推
奨
）

※
「
福
島
県
全
国
植
樹
祭
」
で
検

　
索
し
て
く
だ
さ
い

・
専
用
の
応
募
用
紙
を
郵
送
ま
た

　
は
持
参

問
第
69
回
全
国
植
樹
祭
福
島
県

　
実
行
委
員
会
事
務
局
（
福
島
県

　
農
林
水
産
部
全
国
植
樹
祭
推
進

　
室
内
）

☎
０
２
４
（
５
２
１
）
８
６
５
５

全
国
植
樹
祭
の

参
加
者
を
公
募
し
ま
す　役場に届け出ていた避難先を変更される際

は、新しい避難先をお知らせください。届け
出は会津若松出張所住民課、いわき出張所、
中通り連絡事務所の各窓口で受け付けていま
す。手軽にできる郵送や電話での届け出も受
け付けています。
◆郵送の場合
　役場にある「避難住民届」を記入して送る
か、次の項目を記載したメモを送ってくださ
い。
　1. 記入者氏名
　2. 大熊町の住所
　3. 対象者の氏名、生年月日
　4. 避難先住所
　5. 避難先の滞在開始日（住み始めた日）
　6. 電話番号および所有者名
　7. 広報おおくま送付希望の有無
◆電話の場合
　会津若松出張所住民課までお電話くださ
い。職員が必要事項をお尋ねします。
問大熊町役場会津若松出張所　
　 住民課　避難者名簿係

　なお、仮設住宅、借上げ住宅を退去する場
合には、「仮設住宅等使用終了届」を提出し
てください。
問大熊町役場会津若松出張所　生活支援課　
　 大熊町役場いわき出張所　生活支援係

お引っ越し
される方へ

役場に教えてね！

交
通
事
故
紛
争
処
理

セ
ン
タ
ー
か
ら


